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北九州市告示第９８号      

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年

法律第１２３号）第３６条第１項の規定により、指定障害福祉サービス事業者

を指定したので同法第５１条第１号の規定により次のとおり告示する。  

令和４年３月２４日     

北九州市長 北 橋 健 治 

１ 指定事業者に関する事項

（１） 指定障害福祉サービス事業者（就労継続支援Ｂ型） 

事業所又は施設

の名称及び所在

地 

事業者又は施設の設置者

の名称、代表者名及び主

たる事務所の所在地 

事業の主た

る対象者 

事業所番号 

ひろみ苑ハウス 

北九州市小倉北

区黒原三丁目１

６番２２－１０

１号

株式会社ひろみ苑 

代表取締役 上田ひろみ 

北九州市小倉北区下富野

三丁目４番１号  

身体障害者

（肢体不自

由、聴覚・

言語障害、

内部障害 ）

、知的障害

者及び精神

障害者 

4017801749  

ミタスのコーヒ

ー 

北九州市戸畑区

中本町８番２０

号 

ミタス株式会社 

代表取締役 佐々木元彦 

北九州市戸畑区中本町８

番２０号 

特定無し 4016400618  

（２） 指定障害福祉サービス事業者（共同生活援助） 

事業所又は施設

の名称及び所在

地 

事業者又は施設の設置者

の名称、代表者名及び主

たる事務所の所在地 

事業の主た

る対象者 

事業所番号 

ライフサポート

しげずみ 

北九州市小倉南

区重住二丁目４

番２１号 

株式会社みちくさ 

代表取締役 小椋繁雄 

北九州市小倉南区重住二

丁目４番２１号 

精神障害者 4027700295  

２ 指定年月日 
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 令和３年１２月１日
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北九州市告示第９９号      

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年

法律第１２３号。以下「法」という 。） 第３６条第１項及び第５１条の２０第

１項並びに児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の５の１５第１

項及び第２４条の２８第１項の規定により、指定障害福祉サービス事業者及び

指定特定相談支援事業者並びに指定障害児通所支援事業者及び指定障害児相談

支援事業者を指定したので法第５１条第１号及び第５１条の３０第２項第１号

並びに児童福祉法第２１条の５の２５第１号及び第２４条の３７第１号の規定

により次のとおり告示する。       

令和４年３月２４日     

北九州市長 北 橋 健 治 

１ 指定事業者に関する事項

（１） 指定障害福祉サービス事業者（居宅介護）

事業所又は施設

の名称及び所在

地 

事業者又は施設の設置者

の名称、代表者名及び主

たる事務所の所在地 

事業の主た

る対象者 

事業所番号 

ヘルパーステー

ションはなプラ

ス 

北九州市小倉北

区三郎丸三丁目

１１番１６号パ

ートナー三郎丸

２０３号室 

合同会社大嗣 

代表社員 黒木一恵 

北九州市小倉北区片野三

丁目１番４号 

特定無し 4017801772  

わくわくヘルパ

ー 

北九州市小倉北

区昭和町１４番

５号 

合同会社わくわくカオス 

代表社員 福田沙矢馨 

北九州市小倉北区昭和町

１４番５号 

特定無し 4017801764  

（２） 指定障害福祉サービス事業者（重度訪問介護） 

事業所又は施設

の名称及び所在

地 

事業者又は施設の設置者

の名称、代表者名及び主

たる事務所の所在地 

事業の主た

る対象者 

事業所番号 

ヘルパーステー 合同会社大嗣 特定無し 4017801772  

5



ションはなプラ

ス 

北九州市小倉北

区三郎丸三丁目

１１番１６号パ

ートナー三郎丸

２０３号室 

代表社員 黒木一恵 

北九州市小倉北区片野三

丁目１番４号 

わくわくヘルパ

ー 

北九州市小倉北

区昭和町１４番

５号 

合同会社わくわくカオス 

代表社員 福田沙矢馨 

北九州市小倉北区昭和町

１４番５号 

特定無し 4017801764  

（３） 指定障害福祉サービス事業者（生活介護） 

事業所又は施設

の名称及び所在

地 

事業者又は施設の設置者

の名称、代表者名及び主

たる事務所の所在地 

事業の主た

る対象者 

事業所番号 

フィールド湯川 

北九州市小倉南

区湯川新町四丁

目２３番１号 

株式会社フィールド 

代表取締役 中村純子 

北九州市小倉南区長尾六

丁目７番５号 

身体障害者

（肢体不自

由、聴覚・

言語及び内

部障害 ）、

知的障害者

、精神障害

者及び難病

等対象者 

4017702129  

（４） 指定障害福祉サービス事業者（就労継続支援Ｂ型） 

事業所又は施設

の名称及び所在

地 

事業者又は施設の設置者

の名称、代表者名及び主

たる事務所の所在地 

事業の主た

る対象者 

事業所番号 

みらふる 

北九州市小倉北

区下富野一丁目

４番２３号富野

コーポ１階 

トレンドサーチ合同会社 

代表社員 高場博司 

北九州市小倉北区下富野

一丁目４番２３号富野コ

ーポ１階 

特定無し 4017801756  
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フィールド湯川 

北九州市小倉南

区湯川新町四丁

目２３番１号 

株式会社フィールド 

代表取締役 中村純子 

北九州市小倉南区長尾六

丁目７番５号 

身体障害者

（肢体不自

由、聴覚・

言語及び内

部障害 ）、

知的障害者

、精神障害

者及び難病

等対象者 

4017702129  

（５） 指定障害福祉サービス事業者（共同生活援助） 

事業所又は施設

の名称及び所在

地 

事業者又は施設の設置者

の名称、代表者名及び主

たる事務所の所在地 

事業の主た

る対象者 

事業所番号 

ときわはうす 

北九州市小倉南

区蜷田若園二丁

目８番１８号 

一般社団法人ＭＹＯ 

代表理事 黒木みよ子 

北九州市小倉南区蜷田若

園二丁目８番１８号 

知的障害者

及び精神障

害者 

4027700303  

（６） 指定特定相談支援事業者（特定相談支援）

事業所又は施設

の名称及び所在

地 

事業者又は施設の設置者

の名称、代表者名及び主

たる事務所の所在地 

事業の主た

る対象者 

事業所番号 

相談支援センタ

ーはぴるす 

北九州市八幡東

区前田三丁目１

１番２０号豊国

ニュー八幡スカ

イマンション２

０２号室 

株式会社ＫＰＫ 

代表取締役 大内田省治 

北九州市八幡東区前田三

丁目１１番２０―２０２

号 

特定無し 4036600072  

（７） 指定障害児通所支援事業者（児童発達支援） 

事業所又は施設

の名称及び所在

地 

事業者又は施設の設置者

の名称、代表者名及び主

たる事務所の所在地 

事業の主た

る対象者 

事業所番号 

ブルースター 株式会社フィールド 重症心身障 4057700165  
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北九州市小倉南

区下石田三丁目

４番３４号 

代表取締役 中村純子 

北九州市小倉南区長尾六

丁目７番５号 

害児 

Ｎｕｒｓｅ ｃ

ａｒｅ + ＣＯＣ

Ｏ（ナースケア

プラス ココ） 

北九州市小倉南

区徳力三丁目１

４番６号１階 

株式会社支 

代表取締役 渡辺翔吾 

北九州市小倉南区湯川新

町四丁目２０番１６号 

重症心身障

害児以外 

4057700173  

こぱんはうすさ

くら若松花野路

教室 

北九州市若松区

花野路一丁目２

番３号 

株式会社イコアス 

代表取締役 白川郁人 

北九州市八幡西区吉祥寺

町９番２５号 

重症心身障

害児以外 

4056500061  

ＴＥＮＴ 

北九州市八幡西

区大浦二丁目２

番２１号 

株式会社ＳＯＷ 

代表取締役 尾倉 寧 

北九州市八幡西区本城３

４５３番地４ 

重症心身障

害児以外 

4056700182  

（８） 指定障害児通所支援事業者（放課後等デイサービス） 

事業所又は施設

の名称及び所在

地 

事業者又は施設の設置者

の名称、代表者名及び主

たる事務所の所在地 

事業の主た

る対象者 

事業所番号 

かぼすの丘 下

曽根 

北九州市小倉南

区下曽根一丁目

２番３３号山十

貿易テナントビ

ル１０号室 

株式会社創翔アソシエイ

ツ 

代表取締役 若狭敏晴 

東京都千代田区岩本町三

丁目４番９－９０３号 

重症心身障

害児以外 

4057700157  

ブルースター 

北九州市小倉南

区下石田三丁４

株式会社フィールド 

代表取締役 中村純子 

北九州市小倉南区長尾六

重症心身障

害児 

4057700165  
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番３４号 丁目７番５号 

Ｎｕｒｓｅ  ｃ

ａｒｅ + ＣＯＣ

Ｏ（ナースケア

プラス ココ） 

北九州市小倉南

区徳力三丁目１

４番６号１階 

株式会社支 

代表取締役 渡辺翔吾 

北九州市小倉南区湯川新

町四丁目２０番１６号 

重症心身障

害児以外 

4057700173  

こぱんはうすさ

くら若松花野路

教室 

北九州市若松区

花野路一丁目２

番３号 

株式会社イコアス 

代表取締役 白川郁人 

北九州市八幡西区吉祥寺

町９番２５号 

重症心身障

害児以外 

4056500061  

ＴＥＮＴ 

北九州市八幡西

区大浦二丁目２

番２１号 

株式会社ＳＯＷ 

代表取締役 尾倉 寧 

北九州市八幡西区本城３

４５３番地４ 

重症心身障

害児以外 

4056700182  

（９） 指定障害児相談支援事業者（障害児相談支援） 

事業所又は施設

の名称及び所在 

地 

事業者又は施設の設置者

の名称、代表者名及び主 

たる事務所の所在地 

事業の主た

る対象者 

事業所番号 

相談支援センタ

ーはぴるす 

北九州市八幡東

区前田三丁目１

１番２０号豊国

ニュー八幡スカ

イマンション２

０２号室 

株式会社ＫＰＫ 

代表取締役 大内田省治 

北九州市八幡東区前田三

丁目１１番２０―２０２

号 

特定無し 4076600016  

２ 指定年月日 

 令和４年１月１日
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北九州市告示第１００号      

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年

法律第１２３号。以下「法」という 。） 第３６条第１項及び第５１条の２０第

１項並びに児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の５の１５第１

項及び第２４条の２８第１項の規定により、指定障害福祉サービス事業者及び

指定特定相談支援事業者並びに指定障害児通所支援事業者及び指定障害児相談

支援事業者を指定したので法第５１条第１号及び第５１条の３０第２項第１号

並びに児童福祉法第２１条の５の２５第１号及び第２４条の３７第１号の規定

により次のとおり告示する。 

令和４年３月２４日     

北九州市長 北 橋 健 治 

１ 指定事業者に関する事項

（１） 指定障害福祉サービス事業者（生活介護）

事業所又は施設

の名称及び所在

地 

事業者又は施設の設置者

の名称、代表者名及び主

たる事務所の所在地 

事業の主た

る対象者 

事業所番号 

ライフ・フルネ

ス ひかり 

北九州市小倉南

区沼本町四丁目

５番１号 

株式会社にちりん 

代表取締役 中山貴広 

北九州市小倉南区沼本町

四丁目５番１号 

身体障害者

及び知的障

害者 

4017702137  

（２） 指定障害福祉サービス事業者（就労移行支援） 

事業所又は施設

の名称及び所在

地 

事業者又は施設の設置者

の名称、代表者名及び主

たる事務所の所在地 

事業の主た

る対象者 

事業所番号 

就労移行支援 

コロナスペース 

北九州市小倉北

区西港町１５番

１２号１階 

株式会社架け橋 

代表取締役 河本 桂 

北九州市小倉南区高野一

丁目４番１０号 

身体障害者

（内部障害

）、 知的障

害者、精神

障害者及び

難病等対象

者 

4017801780  

（３） 指定障害福祉サービス事業者（就労継続支援Ａ型） 

事業所又は施設 事業者又は施設の設置者 事業の主た 事業所番号 
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の名称及び所在

地 

の名称、代表者名及び主

たる事務所の所在地 

る対象者 

就労継続支援Ａ

型 Ｎａｓｓｅ 

Ｂｒｉｄｇｅ 

北九州市小倉北

区西港町１５番

１２号１階 

株式会社架け橋 

代表取締役 河本 桂 

北九州市小倉南区高野一

丁目４番１０号 

身体障害者

（内部障害

）、 知的障

害者、精神

障害者及び

難病等対象

者 

4017801780  

（４） 指定特定相談支援事業者（特定相談支援）

事業所又は施設

の名称及び所在

地 

事業者又は施設の設置者

の名称、代表者名及び主

たる事務所の所在地 

事業の主た

る対象者 

事業所番号 

相談支援事業所 

ステップ輝（ひ

かり） 

北九州市八幡西

区塔野一丁目１

番８号２階 

株式会社ジョブ・ブレー

ン 

代表取締役 岡本尚明 

北九州市八幡西区星ヶ丘

二丁目１６番９号 

特定無し 4036700310  

（５） 指定障害児通所支援事業者（児童発達支援） 

事業所又は施設

の名称及び所在

地 

事業者又は施設の設置者

の名称、代表者名及び主

たる事務所の所在地 

事業の主た

る対象者 

事業所番号 

はぐみぃ小倉 

北九州市小倉南

区下貫二丁目２

番３３号 

一般社団法人育Ｈｕｇ 

ｍｅ      

代表理事 光根康幸 

福岡県京都郡苅田町大字

苅田２４９７番地１３ 

重症心身障

害児以外 

4057700181  

ウィズ・ユーと

ばた 

北九州市戸畑区

浅生二丁目１１

番７号久保ビル

２階 

有信ルミナス合同会社 

代表社員 山本有希 

山口県下関市勝谷新町三

丁目１１番６号 

重症心身障

害児以外 

4056400072  
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（６） 指定障害児通所支援事業者（放課後等デイサービス） 

事業所又は施設

の名称及び所在

地 

事業者又は施設の設置者

の名称、代表者名及び主

たる事務所の所在地 

事業の主た

る対象者 

事業所番号 

はぐみぃ小倉 

北九州市小倉南

区下貫二丁目２

番３３号 

一般社団法人育Ｈｕｇ 

ｍｅ      

代表理事 光根康幸 

福岡県京都郡苅田町大字

苅田２４９７番地１３ 

重症心身障

害児以外 

4057700181  

放課後等デイサ

ービス事業所 

マーブル 

北九州市八幡西

区南王子町２番

１４号 

株式会社マーブル 

代表取締役 山口直彦 

北九州市小倉北区紺屋町

８番１号 

重症心身障

害児以外 

4056700190  

ウィズ・ユーと

ばた 

北九州市戸畑区

浅生二丁目１１

番７号久保ビル

２階 

有信ルミナス合同会社 

代表社員 山本有希 

山口県下関市勝谷新町三

丁目１１番６号 

重症心身障

害児以外 

4056400072  

（７） 指定障害児相談支援事業者（障害児相談支援） 

事業所又は施設

の名称及び所在 

地 

事業者又は施設の設置者

の名称、代表者名及び主 

たる事務所の所在地 

事業の主た

る対象者 

事業所番号 

相談支援事業所 

ステップ輝（ひ

かり） 

北九州市八幡西

区塔野一丁目１

番８号２階 

株式会社ジョブ・ブレー

ン 

代表取締役 岡本尚明 

北九州市八幡西区星ヶ丘

二丁目１６番９号 

特定無し 4076700048  

２ 指定年月日 

 令和４年２月１日
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北九州市告示第１０１号

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年

法律第１２３号）第５１条の２５第２項の規定による指定一般相談支援事業の

廃止の届出があったので、同法第５１条の３０第１項第２号の規定により次の

とおり告示する。

令和４年３月２４日

北九州市長 北 橋 健 治

１ 指定事業者に関する事項

（１） 指定一般相談支援事業者（地域移行支援）

事業所又は施設

の名称及び所在

地 

事業者又は施設の設置者

の名称、代表者名及び主

たる事務所の所在地 

事業の主た

る対象者 

事業所番号 

相談支援事業所

ＭＹＯ 

北九州市小倉南

区沼緑町四丁目

２１番１号 

一般社団法人ＭＹＯ 

代表理事 黒木みよ子 

北九州市小倉南区蜷田若

園二丁目８番１８号 

特定無し 4037700368  

（２） 指定一般相談支援事業者（地域定着支援） 

事業所又は施設

の名称及び所在

地 

事業者又は施設の設置者

の名称、代表者名及び主

たる事務所の所在地 

事業の主た

る対象者 

事業所番号 

相談支援事業所

ＭＹＯ 

北九州市小倉南

区沼緑町四丁目

２１番１号 

一般社団法人ＭＹＯ 

代表理事 黒木みよ子 

北九州市小倉南区蜷田若

園二丁目８番１８号 

特定無し 4037700368  

２ 廃止年月日 

 令和３年１１月３０日 
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北九州市告示第１０２号

児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の５の２０第４項の規定

による指定障害児通所支援事業の廃止の届出があったので、児童福祉法第２１

条の５の２５第２号の規定により次のとおり告示する。

令和４年３月２４日

北九州市長 北 橋 健 治

１ 指定事業者に関する事項

（１） 指定障害児通所支援事業者（放課後等デイサービス） 

事業所又は施設

の名称及び所在

地 

事業者又は施設の設置者

の名称、代表者名及び主

たる事務所の所在地 

事業の主た

る対象者 

事業所番号 

のぞみクラブ 

北九州市小倉南

区大字高津尾１

１９番５号 

株式会社望 

代表取締役 河原麻希 

北九州市小倉南区大字高

津尾１１９番５号 

重度心身障

害者以外 

4057700124  

（２） 指定障害児通所支援事業者（児童発達支援） 

事業所又は施設

の名称及び所在

地 

事業者又は施設の設置者

の名称、代表者名及び主

たる事務所の所在地 

事業の主た

る対象者 

事業所番号 

のぞみクラブ 

北九州市小倉南

区大字高津尾１

１９番５号 

株式会社望 

代表取締役 河原麻希 

北九州市小倉南区大字高

津尾１１９番５号 

重度心身障

害者以外 

4057700124  

２ 廃止年月日 

 令和３年１２月１５日 
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北九州市告示第１０３号

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年

法律第１２３号。以下「法」という 。） 第４６条第２項、第５１条の２５第２

項及び第４項並びに児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２４条の３２

第２項の規定による指定障害福祉サービス事業、指定一般相談支援事業及び指

定特定相談支援事業並びに指定障害児相談支援事業の廃止の届出があったので

、法第５１条第２号、第５１条の３０第１項第２号及び第２項第２号並びに児

童福祉法第２４条の３７第２号の規定により次のとおり告示する。

令和４年３月２４日

北九州市長 北 橋 健 治

１ 指定事業者に関する事項

（１） 指定障害福祉サービス事業者（就労継続支援Ｂ型）

事業所又は施設

の名称及び所在

地 

事業者又は施設の設置者

の名称、代表者名及び主

たる事務所の所在地 

事業の主た

る対象者 

事業所番号 

就労継続支援Ｂ

型ライズ 

北九州市小倉南

区重住二丁目６

番６２号 

株式会社ピュアハート 

代表取締役 高田 毅 

北九州市小倉北区片野三

丁目７番７号 

身体障害者

（肢体不自

由、聴覚・

言語及び内

部障害 ）、

知的障害者

、精神障害

者及び難病

等対象者 

4017701899  

（２） 指定一般相談支援事業者（地域移行支援） 

事業所又は施設

の名称及び所在 

地 

事業者又は施設の設置者

の名称、代表者名及び主 

たる事務所の所在地 

事業の主た

る対象者 

事業所番号 

相談支援センタ

ー ラボ 

北九州市小倉北

区赤坂一丁目１

番１号 

株式会社アイアス 

代表取締役 久保田紘一 

北九州市小倉北区浅野二

丁目３番１号 

特定無し 4037800267  

（３） 指定一般相談支援事業者（地域定着支援） 
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事業所又は施設

の名称及び所在 

地 

事業者又は施設の設置者

の名称、代表者名及び主 

たる事務所の所在地 

事業の主た

る対象者 

事業所番号 

相談支援センタ

ー ラボ 

北九州市小倉北

区赤坂一丁目１

番１号 

株式会社アイアス 

代表取締役 久保田紘一 

北九州市小倉北区浅野二

丁目３番１号 

特定無し 4037800267  

（４） 指定特定相談支援事業者（特定相談支援） 

事業所又は施設

の名称及び所在

地 

事業者又は施設の設置者

の名称、代表者名及び主

たる事務所の所在地 

事業の主た

る対象者 

事業所番号 

相談支援センタ

ー ラボ 

北九州市小倉北

区赤坂一丁目１

番１号 

株式会社アイアス 

代表取締役 久保田紘一 

北九州市小倉北区浅野二

丁目３番１号 

特定無し 4037800267  

（５） 指定障害児相談支援事業者（障害児相談支援） 

事業所又は施設

の名称及び所在

地 

事業者又は施設の設置者

の名称、代表者名及び主

たる事務所の所在地 

事業の主た

る対象者 

事業所番号 

相談支援センタ

ー ラボ 

北九州市小倉北

区赤坂一丁目１

番１号 

株式会社アイアス 

代表取締役 久保田紘一 

北九州市小倉北区浅野二

丁目３番１号 

特定無し 4077801977  

２ 廃止年月日 

 令和３年１２月３１日 
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北九州市告示第１０４号

 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の５の２０第４項の規定

による指定障害児通所支援事業の廃止の届出があったので、児童福祉法第２１

条の５の２５第２号の規定により次のとおり告示する。

令和４年３月２４日

北九州市長 北 橋 健 治

１ 指定事業者に関する事項

指定障害児通所支援事業者（共生型放課後等デイサービス）

事業所又は施設

の名称及び所在

地 

事業者又は施設の設置者

の名称、代表者名及び主

たる事務所の所在地 

事業の主た

る対象者 

事業所番号 

デイサービス 

ベリーの樹 

北九州市八幡西

区大平一丁目１

０番１０号 

株式会社ベリーフィン 

代表取締役 生津哲也 

北九州市八幡西区大平一

丁目１０番１０号 

重症心身障

害児以外 

4056715230  

２ 廃止年月日 

 令和４年１月３１日 
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北九州市公告第１７８号 

 福岡県知事から次の北九州広域都市計画道路事業の事業計画の変更認可に係

る図書の写しの送付を受けたので、都市計画法（昭和４３年法律第１００号） 

第６３条第２項において準用する同法第６２条第２項の規定により、これを北 

九州市建築都市局折尾総合整備事務所整備課において公衆の縦覧に供する。 

  令和４年３月２４日 

                    北九州市長 北 橋 健 治 

３・４・４４－２００号折尾東西線 

３・４・４４－１９８号日吉台光明線（光明工区） 
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北九州市公告第１７９号 

 北九州広域都市計画道路事業の事業計画の変更認可の告示（令和４年福岡県

告示第２３５号）があったので、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第

６６条の規定により次のとおり公告する。 

  令和４年３月２４日 

北九州市長 北 橋 健 治 

１ 都市計画事業の種類 

  道路事業 

２ 都市計画事業の名称及び事業地の所在 

       名称        所在 

３・４・４４－２００号折尾東西線 北九州市八幡西区東折尾町及び

北鷹見町地内 

３ 施行者の名称 

  北九州市 

４ 事務所の所在地 

  北九州市八幡西区大浦二丁目１３番７号 

  北九州市建築都市局折尾総合整備事務所整備課 

なお、事業地の詳細については、本事業に関する図書を上記の事務所にお 

いて縦覧に供している。 
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北九州市公告第１８０号 

 北九州広域都市計画道路事業の事業計画の変更認可の告示（令和４年福岡県

告示第２３６号）があったので、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第

６６条の規定により次のとおり公告する。 

  令和４年３月２４日 

北九州市長 北 橋 健 治 

１ 都市計画事業の種類 

  道路事業 

２ 都市計画事業の名称及び事業地の所在 

       名称        所在 

３・４・４４－１９８号日吉台光明線

（光明工区） 

北九州市八幡西区折尾一丁

目、丸尾町及び光明二丁目

地内 

３ 施行者の名称 

  北九州市 

４ 事務所の所在地 

  北九州市八幡西区大浦二丁目１３番７号 

  北九州市建築都市局折尾総合整備事務所整備課 

なお、事業地の詳細については、本事業に関する図書を上記の事務所にお 

いて縦覧に供している。 
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北九州市門司区選挙管理委員会告示第１号

北九州市門司区選挙管理委員会規程の一部を改正する告示を次のように定め

る。 

令和４年３月１８日 

北九州市門司区選挙管理委員会 

委員長 遠 山 義 則 

北九州市門司区選挙管理委員会規程の一部を改正する告示

北九州市門司区選挙管理委員会規程（昭和４９年北九州市門司区選挙管理委

員会告示第７号）の一部を次のように改正する。

第２２条を次のように改める。 

（充てる職） 

第２２条 書記長は、区次長の職にある者をもって充てる。 

２ 次長は、区役所総務企画課長の職にある者をもって充てる。 

３ 書記は、区役所総務企画課選挙統計係長及び区役所総務企画課選挙統計係

の職員の職にある者をもって充てる。 

第２４条の見出しを「（職務の代行）」に改め、同条中「又は」を「、又は

」に、「代理する」を「その職務を代行する」に改め、同条に次の１項を加え

る。 

２ 次長に事故があるとき、又は次長が欠けたときは、区役所総務企画課選挙

統計係長の職にある者をもって充てた書記がその職務を代行する。 

第２５条の見出し中「書記長」の次に「等」を加え、同条各号列記以外の部

分中「書記長」を「次長」に改め、同条第２号中「書記長の専決について」を

「次長の専決事項」に、「（昭和４３年北九州市訓令第１１号）に定める課長

（特定課長を除く。）」を「に規定する総務企画課長の専決事項」に改め、同

条を同条第２項とし、同条に第１項として次の１項を加える。 

 書記長の専決事項は、北九州市区長以下専決規程（昭和４３年北九州市訓

令第１１号）に規定する区次長の専決事項の例による。 

第２６条第２項を次のように改める。 

２ 参与は、区長の職にある者をもって充てる。 

 第２６条第４項中「住民基本台帳及び相互通報等」を「選挙人の住所の有無

その他選挙資格の確認」に改め、同項を同条第５項とし、同条第３項を同条第

４項とし、同条第２項の次に次の１項を加える。 

３ 副参与は、区役所市民課長及び区役所出張所長の職にある者をもって充て

る。 

第２８条中「書記長」を「次長」に改める。
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付 則 

この告示は、令和４年４月１日から施行する。

22



北九州市小倉北区選挙管理委員会告示第１号

北九州市小倉北区選挙管理委員会規程の一部を改正する告示を次のように定

める。 

令和４年３月１８日 

北九州市小倉北区選挙管理委員会 

委員長 花 田 慶 一 郎 

北九州市小倉北区選挙管理委員会規程の一部を改正する告示

北九州市小倉北区選挙管理委員会規程（昭和４９年北九州市小倉北区選挙管

理委員会告示第３号）の一部を次のように改正する。

第２２条を次のように改める。 

（充てる職） 

第２２条 書記長は、区次長の職にある者をもって充てる。 

２ 次長は、区役所総務企画課長の職にある者をもって充てる。 

３ 書記は、区役所総務企画課選挙統計係長及び区役所総務企画課選挙統計係

の職員の職にある者をもって充てる。 

第２４条の見出しを「（職務の代行）」に改め、同条中「又は」を「、又は

」に、「代理する」を「その職務を代行する」に改め、同条に次の１項を加え

る。 

２ 次長に事故があるとき、又は次長が欠けたときは、区役所総務企画課選挙

統計係長の職にある者をもって充てた書記がその職務を代行する。 

第２５条の見出し中「書記長」の次に「等」を加え、同条各号列記以外の部

分中「書記長」を「次長」に改め、同条第２号中「書記長の専決について」を

「次長の専決事項」に、「（昭和４３年北九州市訓令第１１号）に定める課長

（特定課長を除く。）」を「に規定する総務企画課長の専決事項」に改め、同

条を同条第２項とし、同条に第１項として次の１項を加える。 

 書記長の専決事項は、北九州市区長以下専決規程（昭和４３年北九州市訓

令第１１号）に規定する区次長の専決事項の例による。 

第２６条第２項を次のように改める。 

２ 参与は、区長の職にある者をもって充てる。 

 第２６条第４項中「住民基本台帳及び相互通報等」を「選挙人の住所の有無

その他選挙資格の確認」に改め、同項を同条第５項とし、同条第３項を同条第

４項とし、同条第２項の次に次の１項を加える。 

３ 副参与は、区役所市民課長の職にある者をもって充てる。 

第２８条中「書記長」を「次長」に改める。

付 則 
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この告示は、令和４年４月１日から施行する。
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北九州市小倉南区選挙管理委員会告示第４号

北九州市小倉南区選挙管理委員会規程の一部を改正する告示を次のように定

める。 

令和４年３月１８日 

                 北九州市小倉南区選挙管理委員会 

委員長 齊 藤 敏 尋 

北九州市小倉南区選挙管理委員会規程の一部を改正する告示

北九州市小倉南区選挙管理委員会規程（昭和４９年北九州市小倉南区選挙管

理委員会告示第３号）の一部を次のように改正する。

第２２条を次のように改める。 

（充てる職） 

第２２条 書記長は、区次長の職にある者をもって充てる。 

２ 次長は、区役所総務企画課長の職にある者をもって充てる。 

３ 書記は、区役所総務企画課選挙統計係長及び区役所総務企画課選挙統計係

の職員の職にある者をもって充てる。 

第２４条の見出しを「（職務の代行）」に改め、同条中「又は」を「、又は

」に、「代理する」を「その職務を代行する」に改め、同条に次の１項を加え

る。 

２ 次長に事故があるとき、又は次長が欠けたときは、区役所総務企画課選挙

統計係長の職にある者をもって充てた書記がその職務を代行する。 

第２５条の見出し中「書記長」の次に「等」を加え、同条各号列記以外の部

分中「書記長」を「次長」に改め、同条第２号中「書記長の専決について」を

「次長の専決事項」に、「（昭和４３年北九州市訓令第１１号）に定める課長

（特定課長を除く。）」を「に規定する総務企画課長の専決事項」に改め、同

条を同条第２項とし、同条に第１項として次の１項を加える。 

 書記長の専決事項は、北九州市区長以下専決規程（昭和４３年北九州市訓

令第１１号）に規定する区次長の専決事項の例による。 

第２６条第２項を次のように改める。 

２ 参与は、区長の職にある者をもって充てる。 

 第２６条第４項中「住民基本台帳及び相互通報等」を「選挙人の住所の有無

その他選挙資格の確認」に改め、同項を同条第５項とし、同条第３項を同条第

４項とし、同条第２項の次に次の１項を加える。 

３ 副参与は、区役所市民課長及び区役所出張所長の職にある者をもって充て

る。 

第２８条中「書記長」を「次長」に改める。
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付 則 

この告示は、令和４年４月１日から施行する。
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北九州市若松区選挙管理委員会告示第２号

北九州市若松区選挙管理委員会規程の一部を改正する告示を次のように定め

る。 

令和４年３月１８日 

北九州市若松区選挙管理委員会 

委員長 木 下 秀 雄 

北九州市若松区選挙管理委員会規程の一部を改正する告示

北九州市若松区選挙管理委員会規程（昭和４９年北九州市若松区選挙管理委

員会告示第８号）の一部を次のように改正する。

第２２条を次のように改める。 

（充てる職） 

第２２条 書記長は、区次長の職にある者をもって充てる。 

２ 次長は、区役所総務企画課長の職にある者をもって充てる。 

３ 書記は、区役所総務企画課選挙統計係長及び区役所総務企画課選挙統計係

の職員の職にある者をもって充てる。 

第２４条の見出しを「（職務の代行）」に改め、同条中「又は」を「、又は

」に、「代理する」を「その職務を代行する」に改め、同条に次の１項を加え

る。 

２ 次長に事故があるとき、又は次長が欠けたときは、区役所総務企画課選挙

統計係長の職にある者をもって充てた書記がその職務を代行する。 

第２５条の見出し中「書記長」の次に「等」を加え、同条各号列記以外の部

分中「書記長」を「次長」に改め、同条第２号中「書記長の専決について」を

「次長の専決事項」に、「（昭和４３年北九州市訓令第１１号）に定める課長

（特定課長を除く。）」を「に規定する総務企画課長の専決事項」に改め、同

条を同条第２項とし、同条に第１項として次の１項を加える。 

 書記長の専決事項は、北九州市区長以下専決規程（昭和４３年北九州市訓

令第１１号）に規定する区次長の専決事項の例による。 

第２６条第２項を次のように改める。 

２ 参与は、区長の職にある者をもって充てる。 

 第２６条第４項中「住民基本台帳及び相互通報等」を「選挙人の住所の有無

その他選挙資格の確認」に改め、同項を同条第５項とし、同条第３項を同条第

４項とし、同条第２項の次に次の１項を加える。 

３ 副参与は、区役所市民課長及び区役所出張所長の職にある者をもって充て

る。 

第２８条中「書記長」を「次長」に改める。
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付 則 

この告示は、令和４年４月１日から施行する。
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北九州市八幡東区選挙管理委員会告示第２号

北九州市八幡東区選挙管理委員会規程の一部を改正する告示を次のように定

める。 

令和４年３月１８日 

北九州市八幡東区選挙管理委員会 

委員長 黒 野 ま ゆ み 

北九州市八幡東区選挙管理委員会規程の一部を改正する告示

北九州市八幡東区選挙管理委員会規程（昭和４９年北九州市八幡東区選挙管

理委員会告示第３号）の一部を次のように改正する。

第２２条を次のように改める。 

（充てる職） 

第２２条 書記長は、区次長の職にある者をもって充てる。 

２ 次長は、区役所総務企画課長の職にある者をもって充てる。 

３ 書記は、区役所総務企画課選挙統計係長及び区役所総務企画課選挙統計係

の職員の職にある者をもって充てる。 

第２４条の見出しを「（職務の代行）」に改め、同条中「又は」を「、又は

」に、「代理する」を「その職務を代行する」に改め、同条に次の１項を加え

る。 

２ 次長に事故があるとき、又は次長が欠けたときは、区役所総務企画課選挙

統計係長の職にある者をもって充てた書記がその職務を代行する。 

第２５条の見出し中「書記長」の次に「等」を加え、同条各号列記以外の部

分中「書記長」を「次長」に改め、同条第２号中「書記長の専決について」を

「次長の専決事項」に、「（昭和４３年北九州市訓令第１１号）に定める課長

（特定課長を除く。）」を「に規定する総務企画課長の専決事項」に改め、同

条を同条第２項とし、同条に第１項として次の１項を加える。 

 書記長の専決事項は、北九州市区長以下専決規程（昭和４３年北九州市訓

令第１１号）に規定する区次長の専決事項の例による。 

第２６条第２項を次のように改める。 

２ 参与は、区長の職にある者をもって充てる。 

 第２６条第４項中「住民基本台帳及び相互通報等」を「選挙人の住所の有無

その他選挙資格の確認」に改め、同項を同条第５項とし、同条第３項を同条第

４項とし、同条第２項の次に次の１項を加える。 

３ 副参与は、区役所市民課長の職にある者をもって充てる。 

第２８条中「書記長」を「次長」に改める。

付 則 
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この告示は、令和４年４月１日から施行する。
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北九州市八幡西区選挙管理委員会告示第２号

北九州市八幡西区選挙管理委員会規程の一部を改正する告示を次のように定

める。 

令和４年３月１８日 

北九州市八幡西区選挙管理委員会 

委員長 井 関 貢 

北九州市八幡西区選挙管理委員会規程の一部を改正する告示

北九州市八幡西区選挙管理委員会規程（昭和４９年北九州市八幡西区選挙管

理委員会告示第３号）の一部を次のように改正する。

第２２条を次のように改める。 

（充てる職） 

第２２条 書記長は、区次長の職にある者をもって充てる。 

２ 次長は、区役所総務企画課長の職にある者をもって充てる。 

３ 書記は、区役所総務企画課選挙統計係長及び区役所総務企画課選挙統計係

の職員の職にある者をもって充てる。 

第２４条の見出しを「（職務の代行）」に改め、同条中「又は」を「、又は

」に、「代理する」を「その職務を代行する」に改め、同条に次の１項を加え

る。 

２ 次長に事故があるとき、又は次長が欠けたときは、区役所総務企画課選挙

統計係長の職にある者をもって充てた書記がその職務を代行する。 

第２５条の見出し中「書記長」の次に「等」を加え、同条各号列記以外の部

分中「書記長」を「次長」に改め、同条第２号中「書記長の専決について」を

「次長の専決事項」に、「（昭和４３年北九州市訓令第１１号）に定める課長

（特定課長を除く。）」を「に規定する総務企画課長の専決事項」に改め、同

条を同条第２項とし、同条に第１項として次の１項を加える。 

 書記長の専決事項は、北九州市区長以下専決規程（昭和４３年北九州市訓

令第１１号）に規定する区次長の専決事項の例による。 

第２６条第２項を次のように改める。 

２ 参与は、区長の職にある者をもって充てる。 

 第２６条第４項中「住民基本台帳及び相互通報等」を「選挙人の住所の有無

その他選挙資格の確認」に改め、同項を同条第５項とし、同条第３項を同条第

４項とし、同条第２項の次に次の１項を加える。 

３ 副参与は、区役所市民課長及び区役所出張所長の職にある者をもって充て

る。 

第２８条中「書記長」を「次長」に改める。
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付 則 

この告示は、令和４年４月１日から施行する。
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北九州市戸畑区選挙管理委員会告示第１号

北九州市戸畑区選挙管理委員会規程の一部を改正する告示を次のように定め

る。 

令和４年３月１８日 

 北九州市戸畑区選挙管理委員会 

委員長 佐 々 木 正 明 

北九州市戸畑区選挙管理委員会規程の一部を改正する告示

北九州市戸畑区選挙管理委員会規程（昭和４９年北九州市戸畑区選挙管理委

員会告示第６号）の一部を次のように改正する。

第２２条を次のように改める。 

（充てる職） 

第２２条 書記長は、区次長の職にある者をもって充てる。 

２ 次長は、区役所総務企画課長の職にある者をもって充てる。 

３ 書記は、区役所総務企画課選挙統計係長及び区役所総務企画課選挙統計係

の職員の職にある者をもって充てる。 

第２４条の見出しを「（職務の代行）」に改め、同条中「又は」を「、又は

」に、「代理する」を「その職務を代行する」に改め、同条に次の１項を加え

る。 

２ 次長に事故があるとき、又は次長が欠けたときは、区役所総務企画課選挙

統計係長の職にある者をもって充てた書記がその職務を代行する。 

第２５条の見出し中「書記長」の次に「等」を加え、同条各号列記以外の部

分中「書記長」を「次長」に改め、同条第２号中「書記長の専決について」を

「次長の専決事項」に、「（昭和４３年北九州市訓令第１１号）に定める課長

（特定課長を除く。）」を「に規定する総務企画課長の専決事項」に改め、同

条を同条第２項とし、同条に第１項として次の１項を加える。 

 書記長の専決事項は、北九州市区長以下専決規程（昭和４３年北九州市訓

令第１１号）に規定する区次長の専決事項の例による。 

第２６条第２項を次のように改める。 

２ 参与は、区長の職にある者をもって充てる。 

 第２６条第４項中「住民基本台帳及び相互通報等」を「選挙人の住所の有無

その他選挙資格の確認」に改め、同項を同条第５項とし、同条第３項を同条第

４項とし、同条第２項の次に次の１項を加える。 

３ 副参与は、区役所市民課長の職にある者をもって充てる。 

第２８条中「書記長」を「次長」に改める。

付 則 
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この告示は、令和４年４月１日から施行する。
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